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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　尿を指標する少なくとも１つのガス成分の濃度と、便を指標する少なくとも１つのガス
成分の濃度と、を検知するステップを備える尿及び／又は便を検知する方法であって、
‐前記ガス成分それぞれに対して、前記ガス成分の濃度の時間の経過にともなう変化に対
応する特性（１０、１１）を登録するステップと、
‐登録された前記特性（１０、１１）を、対応するガス成分に対する予め定められた特性
（１２、１３）と比較するステップと、
‐前記尿を指標する少なくとも１つのガス成分の前記登録された特性が、同じガス成分の
前記予め定められた特性と略一致する場合に尿の存在を示唆するステップと、
‐前記便を指標する少なくとも１つのガス成分の前記登録された特性（１０、１１）が、
同じガス成分の前記予め定められた特性（１２、１３）と略一致する場合に便の存在を示
唆するステップと、
を備え、
　前記予め定められた特性（１２、１３）は時間の経過に伴って変化し、前記登録された
特性（１０、１１）は、前記登録された特性（１０、１１）が前記予め定められた特性（
１２、１３）の時間の経過にともなう変化に従う場合に、前記予め定められた特性（１２
、１３）に一致すると決定され、
　前記尿及び便それぞれの存在の示唆は、所定の時間間隔中に、前記登録された特性（１
０、１１）の導関数が前記予め定められた特性（１２、１３）の対応する予期される導関
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数に一致するかどうかを決定するステップを備える、尿及び／又は便を検知する方法。
【請求項２】
　前記登録された特性（１０、１１）は、前記ガス成分の濃度が、所定の期間（ｔ１）中
に少なくとも１つの所定の閾値（ｃ１）を超える場合に、前記予め定められた特性（１２
、１３）に一致すると決定されることを特徴とする請求項１に記載の尿及び／又は便を検
知する方法。
【請求項３】
　便の指標となる少なくとも２つのガス成分の濃度を検知するステップと、
　便の指標となる前記ガス成分それぞれに対して、前記ガス成分の濃度の時間の経過にと
もなう変化に対応する別々の特性（１０、１１）を登録するステップと、
　登録された前記別々の特性を、前記登録された別々の特性（１０、１１）を加算するこ
とによって、又は前記登録された別々の特性（１０、１１）の比を計算することによって
、組み合わせるステップと、
　組み合わされた前記登録された特性を、特性の予め定められた組み合わせと比較するス
テップと、
　前記組み合わされ、登録された特性が前記予め定められた組み合わされた特性に一致す
る場合に便の存在を示唆するステップと、
を備える請求項１又は２に記載の尿及び／又は便を検知する方法。
【請求項４】
　前記特性を組み合わせるステップの前に、前記別々の登録された特性のそれぞれに対す
る重みづけの値を割り当てるステップを含むことを特徴とする請求項３に記載の尿及び／
又は便を検知する方法。
【請求項５】
　前記便の指標となるガス成分は、水素ガス、硫化水素ガス、及び有機化合物ガスを備え
る群から選択されることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の尿及び／又は
便を検知する方法。
【請求項６】
　前記尿の指標となるガス成分はアンモニアであることを特徴とする請求項１～５のいず
れか一項に記載の尿及び／又は便を検知する方法。
【請求項７】
　前記ガス成分のそれぞれを検知するためのガスセンサ（３、４）を備えるセンサユニッ
ト（１）を設けるステップと、
　前記センサユニット（１）からの前記ガス成分の検知に関する情報を受信ユニット（６
）に送信するステップと、
を備える請求項１～６のいずれか一項に記載の尿及び／又は便を検知する方法。
【請求項８】
　前記受信ユニット（６）中の尿及び／又は便が検知されたかどうかに関する視覚情報又
は聴覚情報を提示するステップを備えることを特徴とする請求項７に記載の尿及び／又は
便を検知する方法。
【請求項９】
　前記センサユニット（１）からの前記ガス成分の検知に関する前記情報を遠隔サーバー
ユニット（７）に転送するステップを備えることを特徴とする請求項７又は８に記載の尿
及び／又は便を検知する方法。
【請求項１０】
　前記センサユニット（１）を、おむつ若しくは失禁パッドのような衛生製品（２）のす
ぐ近くに、又は前記衛生製品の装着者に配置するステップを備えることを特徴とする請求
項７～９のいずれか一項に記載の尿及び／又は便を検知する方法。
【請求項１１】
　尿の指標となるガス成分の濃度を検知するための少なくとも１つのガスセンサ（４）及
び便の指標となるガス成分の濃度を検知するための少なくとも１つのガスセンサ（３）を
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備えるセンサユニット（１）と、
　前記センサユニット（１）に接続可能な受信ユニット（６）と、
を備える尿及び／又は便を検知するためのシステムであって、
　前記受信ユニット（６）は、検知されたガス成分それぞれに対する濃度に基づいて、前
記ガス成分の濃度の時間の経過にともなう変化に対応する特性を登録し、登録された前記
特性を尿及び便それぞれの指標となる予め定められた特性と比較するように構成されてお
り、前記予め定められた特性は、時間の経過にともなって変化し、
　前記受信ユニット（６）は、尿／便の指標となる少なくとも１つのガス成分の前記登録
された特性（１０、１１）が、同じ前記ガス成分の前記予め定められた特性（１２、１３
）に概ね一致する場合に、前記ガスセンサ（３、４）からの情報に基づいて、尿及び／又
は便の存在の示唆を提供するように構成され、前記登録された特性（１０、１１）は、前
記登録された特性（１０、１１）が前記予め定められた特性（１２、１３）の時間の経過
にともなう変化に従う場合に、前記予め定められた特性（１２、１３）に一致すると決定
され、
　前記尿及び便それぞれの存在の示唆は、所定の時間間隔中に、前記登録された特性（１
０、１１）の導関数が前記予め定められた特性（１２、１３）の対応する予期される導関
数に一致するかどうかを決定するステップを備えることを特徴とする、尿及び／又は便を
検知するためのシステム。
【請求項１２】
　前記受信ユニット（６）が、尿及び／又は便が検知されたかどうかに関する視覚的又は
聴覚的情報を提供するためのインジケータを備えることを特徴とする請求項１１に記載の
尿及び／又は便を検知するためのシステム。
【請求項１３】
　前記受信ユニット（６）は、携帯電話、タブレットコンピュータ、ラップトップ又はそ
の種のもののような携帯型ユニットであることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の
尿及び／又は便を検知するためのシステム。
【請求項１４】
　前記受信ユニット（６）に接続可能であるとともに、前記ガスセンサ（３、４）からの
情報を記憶するための遠隔サーバーユニット（７）を備えることを特徴とする請求項１１
～１３のいずれか一項に記載の尿及び／又は便を検知するためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿の指標となる少なくとも１つのガス成分の濃度及び便の指標となる少なく
とも１つのガス成分の濃度を検知するステップを備える、尿及び／又は便を検知する方法
に関する。
【０００２】
　また、本発明は、尿の指標となる少なくとも１つのガス成分の濃度を検知するための少
なくとも１つのガスセンサと、便の指標となる少なくとも１つのガス成分の濃度を検知す
るための少なくとも１つのガスセンサと、センサからの情報に基づいて尿及び／又は便の
存在の示唆を提供するように配置された、センサに接続可能な受信ユニットと、を含むセ
ンサユニットを備える、尿及び／又は便を検知するためのシステムにも関する。
【背景技術】
【０００３】
　おむつ又は失禁パッドの形状の吸収性衛生物品の着用者は、自身で物品を交換すること
ができる状態にないか、又はそのような物品が交換を必要とすることを認識する状態にな
いことが多い。したがって装着者は、排便又は排尿が生じたこと、及び衛生物品を交換す
る必要があることに気付くために介護者に頼る。このことは、おむつを装着する赤ちゃん
、並びに不全症、認知症、又は身体障害によって自身の個人的衛生状態を管理すること及
び自身のおむつ又は失禁パッドを交換することができないケアホーム又は病院の中の大人
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の両者に対して当てはまる。したがって、排便（ｆｅｃａｌ　ｉｎｓｕｌｔ）及び／又は
排尿（ｕｒｉｎａｌ　ｉｎｓｕｌｔ）を検知する信頼できる方法が大変必要であるととも
に重要である。
【０００４】
　尿及び／又は便の信頼できる検知のためのシステムは、おむつ又は失禁パッドをいつ交
換すべきかを介護者に知らせる仕事を単純化する。
【０００５】
　便失禁及び／又は尿失禁が生じたことを検知するシステムは、別の状況、例えば公衆便
所のような設備において同様に使用することができ、設備を洗浄する必要があるか否かを
検知することができる。
【０００６】
　便が刺激臭と関連することが多いことが知られている。臭いは、バクテリアの作用によ
って生産された化合物の複雑な混合物に起因しており、この化合物は、放出される悪臭ガ
スを生じさせる。便から放出される強烈な臭いを有するガスは、インドール、スカトール
、及びメルカプタン、並びに硫化水素及びアンモニアのようなガスを含んでいる。特に、
メルカプタン（硫化メチル）及び硫化水素のような重い有機化合物は、広く拡散するとと
もに、排便が生じた後に室内にいつまでも残存する。水素ガスもまた便に関連するが、水
素ガスは揮発性であり、したがって遠くまで広がることはなく、重いガスほど残存するこ
ともない。
【０００７】
　尿はアンモニアガスの臭いに関連し、尿素の分解に起因する。
【０００８】
　排便及び／又は排尿が生じたことを検知するために、便及び尿に関連するガスを検知す
ることができることは以前から知られている。特許文献１は、水素ガスセンサの使用によ
って便失禁をモニタするためのシステムを開示しており、この水素ガスセンサはおむつの
ような衛生物品に取り外し可能に取り付けられている。また、このシステムは、センサに
よって検知された水素ガスのレベルが閾値より高い場合に、信号を発するように適用され
た発信装置を含んでいる。
【０００９】
　さらに、特許文献２は身体排出物検知器を開示しており、この検知器は、所定の時間間
隔に亘って、尿に関連する少なくとも１つのガス及び便に関連する少なくとも１つのガス
の存在を検知するように適用されている。したがって、検知器は尿及び／又は便の存在を
示唆する。
【００１０】
　従来技術に関連して、尿及び／又は便の存在を検知するための改良されたシステム及び
方法に対する必要がある。特に、使用が簡単で、かつ高い精度レベルで尿失禁と便失禁と
を識別することができる手段による改良されたシステム及び方法に対する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際特許出願第２０１２／１２６５０７号パンフレット
【特許文献２】米国特許第５７０９２２２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、上述した問題を解決し、高い精度及び信頼性を有する尿
及び／又は便の存在を検知するための改良されたシステム及び方法を提供することである
。特に、本発明の目的は、高い精度で尿失禁と便失禁とを識別することができる手段によ
る方法を提供することである。これら目的は、独立請求項に記載された主題によって達成
される。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　より正確には、本発明は、尿の指標となる少なくとも１つのガス成分の濃度及び便の指
標となる少なくとも１つのガス成分の濃度を検知するステップを備える尿及び／又は便を
検知する方法に関する。この方法は、ガス成分それぞれに対して、ガス成分それぞれの濃
度の時間の経過にともなう変化に対応する特性を登録するステップ；登録された特性を、
対応するガス成分に対応する、予め定められた特性と比較するステップ；尿の指標である
少なくとも１つのガス成分の登録された特性が同じガス成分の予め定められた特性と概し
て一致する場合に尿の存在を示唆するステップ；及び便の指標である少なくとも１つのガ
ス成分の登録された特性が同じガス成分の予め定められた特性と概して一致する場合に、
便の存在を示唆するステップ；をさらに備える。
【００１４】
　本発明は、介護施設において、いつ失禁が起きたか、及びそれがどのタイプの失禁であ
るかを検知するために使用することができる。また、本発明は、通常の家庭において、お
むつを装着している幼児による排便及び／又は排尿を検知するために使用することもでき
る。また、本発明は、公衆便所において、尿及び／又は便による汚染の発生を確認するた
めに使用することもできる。
【００１５】
　一実施形態によれば、上述の予め定められた特性は時間の経過とともに変化し、登録さ
れた特性は、登録された特性が予め定められた特性の時間の経過にともなう変化に従う場
合に、予め定められた特性に一致すると決定される。排便又は排尿の存在は、登録された
特性が予め定められた特性に概して一致するかどうかで示される。したがって、２つの事
象からの同じガス成分が事象に従う異なる濃度特性を有するので、ガスが通りすがりのガ
スに起因するのか、又は排便に起因するのかを決定することもできる。
【００１６】
　尿又は便の存在の示唆はそれぞれ、ガス成分それぞれの濃度が、所定の期間中に所定の
閾値を超えるかどうかを測定するステップを備えることができる。例として、事象の直後
の所定の時間間隔中に、濃度が比較的高い閾値を超えており、さらに、第１の時間間隔に
続く所定の時間間隔において比較的低い閾値を超えていることを決定することができる。
そのような登録された特性は、排便に付随する水素ガスの予め定められた予期される特性
に一致する場合がある。したがって、尿及び／又は便の存在を決定する本方法の信頼性は
、１つのガスの値を単に１回だけ測定する場合よりも高い。
【００１７】
　本方法のまた別の観点において、この方法は、所定の時間間隔中に、登録された特性の
導関数が予め定められた特性の対応する予期される導関数に概して一致するかどうかを決
定するステップを備える。特性の導関数、すなわち実施形態による濃度曲線に対応する導
関数は、ガスの揮発度の指標であり、したがって異なるガスどうしを区別するために使用
することができる。
【００１８】
　導関数はガスのレベルには依存せず、むしろ事象に付随するガスの特性又は性質に依存
する。したがって、本方法の精度は、排出されたガスの濃度が高いか低いかには関係なく
保証される。登録された値が閾値に対して測定されている他の方法では、閾値があまりに
も高く設定されている場合には、少ない排出、すなわち尿又は便の少ない存在を示す排出
を検知することができない場合がある。
【００１９】
　本方法は、便の指標となる少なくとも２つのガス成分の濃度を検知するステップと、便
の指標となるガス成分それぞれに対する、ガス成分の濃度の時間の経過にともなう変化に
対応する別々の特性を登録するステップと、登録された別々の特性を組み合わせるステッ
プと、組み合わされ、登録された特性を、特性の予め定められた組み合わせと比較するス
テップと、組み合わされ、登録された特性が予め定められた組み合わされた特性に一致す
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るかどうかによって便の存在を示唆するステップと、をさらに備える。
【００２０】
　また、便及び／又は尿を示す２つのガスの組み合わせを使用する場合には、この方法は
、特性を組み合わせるステップの前に、別々の登録された特性それぞれに対する重みづけ
値を割り当てるステップを含む。それによって、尿失禁及び便失禁のより正確な検知が提
供される。
【００２１】
　好適な２つのガスの１つの例は、不揮発性の硫化水素と揮発性の水素ガスである。これ
らは異なる特性を有し、これら特性の両方が検知されると、便の存在を示唆することがで
きる。それによって、本方法の正確度は、便を示す１つのガスのみの検知での便の存在の
基準よりも高くなる。また、２つのガスの組み合わせの存在は、ガスの漏れ、そばにいる
おむつの装着者、トイレなどに基づいてガスが検知される可能性を排除する。
【００２２】
　本発明の方法によれば、尿の指標である少なくとも２つのガス成分を検知することも可
能であり、尿の指標となるガス成分それぞれに対するガス成分濃度の時間の経過にともな
う変化に対応する別々の特性を登録するステップと、登録された別々の特性を組み合わせ
るステップと、組み合わされ、登録された特性を予め定められた組み合わされた特性と比
較するステップと、組み合わされ、登録された特性が予め定められた組み合された特性に
概ね一致する場合に尿の存在を示唆するステップと、を備える。
【００２３】
　より正確な検知は、したがってより信頼性を有する。より信頼性を有する方法は、個々
人がその衛生物品を交換するのに他人に依存し、したがって職員又は血縁者が、個々人が
失禁の事象を生じたかどうかをチェックすることに頼る環境においては貴重である。本発
明のうちの１つのような方法は、失禁が生じたかどうかを介護者が容易に検知することを
可能にし、したがって衛生物品を交換すべきであるかどうかを容易に決定することができ
る。また、記載される方法は、異なるタイプの排泄を識別する。介護施設などに対する日
常業務では、排便が生じた場合にのみおむつが交換され、排尿が生じた場合にはおむつを
変更しないということがあり得る。そのような状況では、これら２つを高い信頼性をもっ
て識別することができる方法を使用する可能性は非常に有用であり、したがって臭いの発
生に対する人の鼻を信用するか又はおむつそれぞれの内側を視覚的に検査する手作業のよ
うな他の方法に比べて非常に有利である。
【００２４】
　好ましくは、尿の指標となるガス成分はアンモニアガスであり、便の指標となるガス成
分は、水素ガス、硫化水素、及び有機化合物ガスからなる群から選択される。アンモニア
は尿のみに存在するので、アンモニアが尿の指標として好ましい。組み合わされた水素ガ
スと硫化水素ガスは、これら２つの濃度特性が互いに異なり、したがって明確に検知され
るので、便の指標として好ましい。２つの特性の組み合わせは便に対して特有である。
【００２５】
　また、上述したような尿及び／又は便を検知する方法は、ガス成分のそれぞれに対する
ガスセンサを備えるセンサユニットを設けるステップと、センサユニットからのガス成分
の検知に関する情報を受信ユニットに送信するステップと、を備える。ガスセンサは好ま
しくは、ガスセンサが便又は尿からのガスの存在を検知するように配置される。したがっ
て、ガスセンサは好ましくはおむつに、おむつ装着者のベルトに、ベッドに、又は排尿及
び／又は排便の有力源、すなわちおむつの装着者又はトイレシートに近接した壁に配置さ
れる。
【００２６】
　介護者に対して容易とするために、本方法は、登録された特性それぞれを、受信ユニッ
トにおける予め定められた特性及び受信ユニットにおける現在の視覚情報又は聴覚情報と
比較することができ、それによって尿及び／又は便が検知されたかどうかを示唆すること
ができる。それによって、介護者は事象に関する情報を簡単に受け取ることができ、おむ
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つを交換する必要があるかないかを簡単に決定することができる。
【００２７】
　また、受信ユニットはいくつかのセンサユニット、すなわち病棟における数人の寝たき
りの患者によって装着されたセンサユニット又はトイレの個室に配置された、いくつかの
センサユニットからの情報を受け取ることもできる。それによって、使用者は受信ユニッ
トによっていくつかのセンサユニットに関する情報を一度に受け取ることができ、失禁の
場合には、介護者が数人の患者の情報を同時に受け取ることができる。
【００２８】
　また、情報は遠隔サーバーユニットに転送することもできる。遠隔サーバーユニットは
スタッフルーム又は廊下におくことができ、それによってシステムの使用者は、おむつが
交換を必要としているかどうかを判断する際に、おむつの装着者の部屋にいる必要がない
。また、システムを公衆便所内で使用することができ、それによって使用者は、便所に入
る前にトイレが使用されたかどうか、また大掃除が必要かどうかを決定することができる
。
【００２９】
　本発明の原理は、異なる施設、例えばいくつかの病院、ホテル又は同様の現場を備える
大きなネットワークに設置することができる。そのような場合には、多くの部屋又は部門
を１つのネットワーク内に、例えば無線データ通信ネットワークの形態で接続することが
でき、それによって排尿及び排便の検知及び関連する情報を１つ以上の遠隔した中央サー
バに送信することを可能とする。そのような通信は、例えば人員計画及び効率的かつ集中
型の態様での洗浄作業の計画を可能にすることができる。
【００３０】
　また、事象の時間を便及び／又は尿の指標となるガスの検知に基づいて登録し、決定す
ることができる。それによって、いつ事象が起きるか、ということに関する情報をモニタ
することができ、事象が起きてから経過した時間もまた、汚れたおむつを交換すべきであ
った頻度に影響する場合がある。
【００３１】
　また、本発明は、尿の指標となるガス成分の濃度を検知するための少なくとも１つのガ
スセンサ及び便の指標となるガス成分の濃度を検知するための少なくとも１つのガスセン
サを備えるセンサユニットと、センサに接続可能であるとともに、センサからの情報に基
づいて尿及び／又は便の存在の示唆を提供するように配置された受信ユニットと、を備え
る尿及び便を検知するためのシステムに関する。
【００３２】
　本発明によれば、受信ユニットは、ガス成分それぞれに対する検知された濃度に基づい
て、ガス成分の濃度の時間の経過にともなう変化に対応する特性を登録し、特性を尿及び
便それぞれの指標となる予め定められた特性と比較するように構成されている。それによ
って、尿及び／又は便の存在を、高い正確性と信頼性を有して検知することができる。
【００３３】
　受信ユニットは、尿及び／又は便が検知されたかどうかに関する視覚的又は聴覚的情報
を提供するためのインジケータを備えることができる。それによって、介護者又は清掃従
事者のような使用者は、事象が生じたことを簡単に検知することができる。また、使用者
は、受信ユニットをモニタすることによって排尿と排便とを容易に区別することができ、
臭い又は視覚的検査による手動の検知に頼る必要がない。受信ユニットは、携帯電話、タ
ブレットコンピュータ、又はその種のもののような携帯型ユニットとすることができる。
【００３４】
　システムは、受信ユニットに接続可能であるとともに、ガスセンサからの情報を記憶す
るための遠隔サーバーユニットをさらに備えることができる。したがって、情報を集め、
長時間に亘って蓄積することができ、統計データを生成することができる。それによって
、事象が衛生物品を装着している患者によっていつ起き得るかを予測すること、又はどの
くらいの頻度で尿対便の事象が起きるかに関する統計に基づいてどのくらいの頻度でトイ
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レを洗浄する必要があるかを決定することを容易にすることができる。そのような統計は
、仕事を計画する際に人事に役立つ場合がある。また、異なる時間に異なる場所で必要と
なる人員の数を計算するのに役立つ場合がある。
【００３５】
　一実施形態によれば、本発明は便のみを検知するように使用することができ、便の指標
となる少なくとも２つのガス成分の濃度を検知するための少なくとも２つのガスセンサと
、センサに接続可能であるとともにセンサからの情報に基づいて便の存在の示唆を提供す
るように構成された受信ユニットと、を備える。そのようなシステムでは、受信ユニット
は、情報に基づくとともにガス成分それぞれに対して、ガス成分の濃度の時間の経過にと
もなう変化に対応する特性を登録するステップと、この特性を便の指標となる予め定めら
れた特性と比較するステップと、のそれぞれのために構成される。このシステムは、ただ
一つのガスセンサしか使用されていないシステム、又は便の存在が予め定められた特性に
従う代わりに閾値を超える登録された濃度に基づくシステムに対して、便の存在の改良さ
れた検知を提供する。濃度の特性は、時間の経過とともに変化するので、便の源に起因す
る特定のガスの、閾値を超える瞬間的な濃度より良好な指標となる。
【００３６】
　本発明が、実施形態と添付の図面とを参照しつつ、以下に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明によるシステムの図である。
【図２】本発明の方法に従って使用されるような、２つの登録された特性と２つの予め定
められた特性とを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図１は本発明の一実施形態を示す。センサユニット１は、衛生物品２、好ましくは図１
におけるおむつのような吸収性物品に関連して配置される。好ましくは、センサユニット
１は、失禁用製品装着者、すなわち衛生製品２の使用者が拘束されているベッドの側部に
配置されている。代替的に、センサユニット１は、ウエストの周りのベルトに、若しくは
ポケットの中に使用者によって装着されることができ、又は他の好適な方法で、センサユ
ニットが使用者の身体のすぐ近くに配置されるように提供される。
【００３９】
　センサユニット１は、便の指標となるガス成分を検知するための第１のガスセンサ３と
、尿の指標となるガス成分を検知するための第２のガスセンサ４と、を備える。代替的に
、センサユニット１は、便の指標となるガス成分を検知するための２つ以上のガスセンサ
、及び／又は尿の指標となるガス成分を検知するための２つのガスセンサを設けられても
よい。このように、センサユニット１は、排泄が排尿であるか排便５であるかにかかわら
ず、おむつ２の中の排泄物（ｉｎｓｕｌｔ）５から発したガスの成分を検知することがで
きる。センサユニット１は受信ユニット６に接続されており、この受信ユニットは好まし
くは携帯電話、タブレットコンピュータ、ＰＤＡ、ラップトップコンピュータ、又はその
種のもののような携帯ユニットとすることができる。
【００４０】
　センサユニット１と受信ユニット４との間の接続は好ましくは無線であり、ブルートゥ
ース又はジグビーのような好適な無線技術に基づくことができる。そのような近接場の通
信技術は当業者には既知であり、この理由からここに詳細には説明しない。
【００４１】
　受信ユニット６はセンサユニット１から、尿の指標となるガス成分の濃度に関するデー
タを受け取り、時間の経過にともなう濃度それぞれに対応する特性を登録する。一実施形
態によれば、「特性」は、時間における対応する数の点でサンプリングされた一連のガス
濃度の値、すなわち濃度値のパターンとされており、この濃度値のパターンは、ガスの濃
度の一連の際立った特徴を形成する。一実施形態によれば、これら際立った特徴は、図２
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に示されるような、湾曲線又はパターンの形態である。
【００４２】
　登録された特性は、尿又は便それぞれの指標となる予め定められた特性と比較される。
携帯ユニット６は、排尿及び／又は排便５が衛生物品２中に検知されたかどうかに関して
使用者に視覚的な情報を提供するためのインジケータを備えている。したがって、多くの
場合に介護者、看護師、若しくはその種の人である受信ユニット６の使用者は、衛生物品
２を交換するのが好適であるか否かを決定することができる。
【００４３】
　受信ユニット６は、遠隔サーバーユニット７にさらに接続されている。受信ユニット６
は、センサユニット１から受け取られたデータをさらに遠隔サーバーユニット７に移送す
るように構成されている。遠隔サーバーユニット７は、スタッフルーム又は廊下に配置す
ることができ、それによって受信ユニット６からの情報が中央区域で入手可能であるとと
もに、記憶される。したがって、センサユニット１の測定に基づいて、受信機６の使用者
、例えば介護者は、特定の場所（すなわちセンサユニット１が配置されているところ）で
便事象５が生じたことに気付くことができ、衛生物品２を交換するためにそこに行くこと
ができる。また、遠隔サーバーユニット７は、長時間に亘って情報を記憶し、それによっ
て尿発作及び／又は便発作５の統計データが記憶される。
【００４４】
　図２は、本発明の手段による測定の一例を示しており、２つの登録された特性１０、１
１が、センサユニット１によって登録されたとして示されている。これら登録された特性
１０、１１は、以下に詳細に記載される。図２において、登録された特性１０、１１は実
線で示されており、対応する予め定められた、又は「予期される」特性１２、１３は、登
録された特性１０、１１と比較されることを意図されており、破線の形態で示されている
。
【００４５】
　この例では、センサユニット１には便の指標となるガス成分、水素ガス（Ｈ２）及び硫
化水素（Ｈ２Ｓ）に対する２つのガスセンサ３、４が設けられている。図２において、登
録された特性１０は時間の経過にともなって測定された水素ガス成分の濃度に対応し、登
録された特性１１は時間の経過にともなって測定された硫化水素ガス成分の濃度に対応し
ている。
【００４６】
　尿又は便のいずれかの指標となる他のガス成分を同様の方法で描くことができる。
【００４７】
　また、図２は、便の指標となる２つのガス成分から結果的に生じた予期される特性に対
応する予め定められた特性１２、１３をも示している。登録された特性１０、１１は、図
２に図的に示したように、予め定められた特性１２、１３と比較される。この比較は好ま
しくは受信ユニット６中で行われる。登録された特性１０、１１が予め定められた特性１
２、１３に概ね一致する場合には、便の存在が受信ユニット４の手段によって示唆される
。
【００４８】
　図２に図示されている例において、便の存在の示唆は、登録された特性１０が予め定め
られた特性１２に一致するかどうかによって与えられ、登録された特性１０のガス成分の
濃度が所定の第１の値ｃ１を超えるかどうかを測定することによって確認することができ
、これは予め定められた特性１２に沿った参照符号１４によって示されており、第１の所
定の時間間隔ｔ１の間、閾値ｃ１より高く維持されている。便の存在の示唆は、この比較
のみに対応する、すなわち第１の時間間隔ｔ１中に濃度が閾値ｃ１を超えるかどうかを決
定することによって行われる。便の存在を決定するためのより正確なプロセスを提供する
ために、さらなる比較を行うことができる。登録された特性１０のガス成分の濃度が、第
２の所定の時間間隔ｔ２の間に所定の（参照符号１５によって示されているような）第２
の値ｃ２を超えるならば、これもまた便の存在の示唆として解釈される。両方の濃度の値
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ｃ１、ｃ２が対応する時間間隔ｔ１、ｔ２中に超えられるならば、登録された特性１０は
、予め定められた特性１１と一致しているとみなされる。
【００４９】
　さらなる測定及び予め定められた濃度値が所定の時間間隔の間に存在するかどうかの比
較を、便の存在を示唆するさらにより正確な方法を提供するために使用することができる
。
【００５０】
　予め定められた特性は、特定の事象のタイプに従う繰り返される試験に基づいて、特定
のガスに対して測定され、決定された標準濃度曲線、又はパターンを予め定める他の好適
な方法に基づかせることができる。
【００５１】
　尿又は便のいずれかの指標となるガスそれぞれは、個々の濃度分布曲線、すなわち尿又
は便の事象に従う特性を有する。ガスは、初めは高い濃度で存在し、次いで急速に大気に
溶け込むことができる、すなわち濃度の減少は急速である。これは、例えば尿の事象に従
う水素から成る揮発性ガスの場合である。他のガスは、事象に従って同じ時間間隔に亘っ
て比較的低いレベルで存在することができる、すなわちガスの濃度の減少は遅い。これは
、便の事象に従う重い有機ガス及び硫化水素の場合である。事象に従う濃度曲線はこのよ
うにガスそれぞれの指標である。特定のガスの濃度の特性を時間の経過に亘って登録する
こと、及びこの特性を予期される予め定められた特性と比較することによって、ガスの存
在を決定することができ、したがって事象の存在を確認することができる。
【００５２】
　事象の存在の正確な決定は、いつおむつを交換すべきかを決定し、それによっておむつ
の交換に助けを必要とする個々人のより良い衛生状態に導くことを助けることができる。
またそれは、いつトイレを大掃除する必要があるかを決定する助けとすることもできる。
【００５３】
　ガス濃度のパターンをタグとして参照することができる。したがって、別々の便用タグ
と尿用タグとがあってもよい。このように、本発明は尿に起因する排泄と便に起因する排
泄をそれぞれ区別するために使用することができる。
【００５４】
　図２を参照すると、閾値ｃ１、ｃ２及び時間間隔ｔ１、ｔ２の実際の値を、例えばガス
センサの精度及び排便及び排尿が生じると予期される場所の予期されるガスの濃度によっ
て前以て決めることができる。
【００５５】
　便の検知に関する図２に示す原理は、同様の態様で尿の指標となる１つ以上のガス成分
の測定に適用することができる。
【００５６】
　これもまた図２に図示されている別の例において、便の存在の示唆を、時間における所
定の点での登録された特性の導関数が、時間における対応する点での予め定められた特性
１２の予め定められた、又は「予期される」導関数に一致するような方法で、登録された
特性１０が予め定められた特性１１に一致するかどうかで与えることができる。その結果
、決定はガス成分の濃度のレベルとは独立し、どのように濃度が変化するか、すなわち時
間とともに増加するのか減少するのかのみに依存する。したがって、ガス源を排便と同定
することができ、放散に続く時間の経過にともなう濃度の異なるパターンに対応するガス
の通過中の腸のガスの放散の様な別のガス成分の源から容易に区別することができる。
【００５７】
　好適なガスの例は、不揮発性の硫化水素ガス及び揮発性の水素ガスである。これらは異
なる特性を有しており、これら特性の両方が検知された場合には、高い精度で便の存在が
示唆される。それによって、本発明の精度は、便の存在を、便の指標となるただ１つのガ
スの検知に基づかせるより高い。また、組み合わせのかたちの２つのガスの存在は、ガス
の漏れ、近傍のおむつの装着者、トイレなどに基づいて、ガスが検知される可能性を除外
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する。
【００５８】
　上述の例のように、登録された特性が予め定められた特性に一致するかどうかを決定す
ることの２つの代替的要件は結合させることができる。したがって、登録された特性と予
め定められた特性との間の一致性の決定は、閾値及び時間の所定の期間での導関数の両方
に基づかせることができる。本方法はガス成分の濃度レベルと、時間の経過にともなう濃
度の変化との両方に依存するので、一致性の２つの要件を結合させることによって、方法
の精度と信頼性とが上がる。
【００５９】
　２つの登録された特性１０、１１もまた、別々に登録された後に結合した特性に結合す
ることができる。特性を、測定が行われる時間点それぞれに対するガス成分それぞれの濃
度の値を加えることによって結合させることができる。結合され、登録された特性はその
後、結合された予め定められた特性と比較され、それによって、登録され結合された特性
と、登録前の結合された特性との一致性に基づいて、便の存在が示唆されるべきかどうか
を決定する。ガスの濃度の値を結合する１つの方法は、第１のガス（例えば水素）の濃度
を検知し、第２のガス（例えば硫化水素）の濃度を時間における特定の点で検知すること
である。これら２つの濃度の値が、期待される比に概ね対応（これは便の存在に対応する
）すれば、これは排便に対応するとみなされる。
【００６０】
　また、２つの登録された特性１０、１１のうちのそれぞれ１つの濃度の値に、１つの結
合された特性に結合する前に重みづけの値を割り当てることもできる。それによって、ガ
ス成分の１つの濃度を検知においてより重要として設定し、より高い重みづけの値を与え
ることができる。
【００６１】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の技術的範囲内
で変化させることができる。例えば、尿失禁及び／又は便失禁の検知を、排泄が生じる人
がいずれの衛生物品も装着していないとしても、本発明の手段によって行うことができる
。
【００６２】
　さらに、登録された特性と予め定められた特性との比較を、センサユニットにおけるの
に代替して、受信ユニットで行うことができる。
【００６３】
　また、上述したガスの濃度以外の別のパラメータを、排便又は排尿が起きたかどうかを
決定するために使用することができる。例えば、排泄の場所の近くの温度は排泄のタイプ
に依存して異なる値を有しえるので、環境の温度をこれに関して使用することができる。
また、排泄の場所の近くの湿度は排泄のタイプに依存して異なる値を有しえるので、空気
の湿度を同様の態様で使用することもできる。
【符号の説明】
【００６４】
１　　　　　　　センサユニット
２　　　　　　　衛生製品
３、４　　　　　ガスセンサ
６　　　　　　　受信ユニット
７　　　　　　　遠隔サーバーユニット
１０、１１　　　特性
１２、１３　　　予め定められた特性
ｃ１　　　　　　所定の閾値
ｔ１　　　　　　所定の期間
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